
 

放射線業務従事者等教育訓練講習会 

講師派遣のご案内 
 

公益財団法人原子力安全技術センター 

 

このたび、当センターでは「放射線業務従事者等教育訓練講習会」を出張講習として開

催することといたしましたので、以下のとおりご案内申し上げます。 

 

原子力安全技術センターでは、豊富な実務経験を保有する講師陣を有しており、これら

の実務経験を活用した「放射線業務従事者」及び「取扱等業務に従事する者であって、管

理区域に立ち入らない者」に対する教育訓練講習会をご要望に応じ講師を派遣いたします。 

 

 放射線障害防止法施行規則第 21条の 2では、「放射線業務従事者」及び「取扱等業務に

従事する者であって、管理区域に立ち入らない者」に対して以下のように教育及び訓練を

実施することが定められています。なお、放射線障害防止法施行規則第 1条により、取扱

等業務は、放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務

と定められています。 

 

 ◎放射線業務従事者に対する教育及び訓練 

初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては前回の教育及

び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行わなければなら

ない。 

 

 ◎取扱等業務に従事する者であって、管理区域に立ち入らない者に対する教育及び訓練 

取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあっては前回の教育及び訓

練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行わなければならない。 

 

 なお、「放射線障害予防規程」（30 分）の教育訓練は、事業所毎に内容が異なることから、

各事業所で実施して頂くこととなります。 

 

開催につきましては、開催日程、開催場所、人数及び開催費用等を担当者様とお打合せ

ののち、ご指定の講習会場へお伺いします。 

 本講習会への開催をご検討される方、見積書をご依頼される方は下記まで電話、電子メ

ールまたはＦＡＸ等によりお問い合わせください。折り返し、担当者よりご連絡をさせて

いただきます。 

 

【お問い合わせ先】 

〒１１２－８６０４ 

東京都文京区白山五丁目１番３－１０１号東京富山会館ビル４階 

公益財団法人原子力安全技術センター 

放射線安全部 研修センター 

ＴＥＬ ０３－３８１４－７１００  ＦＡＸ ０３－３８１４－４６１７ 

Ｅ－Ｍａｉｌ kcenter@nustec.or.jp 

以上 

 


